
１　総括

 （１）　人件費の状況（普通会計決算）

人

 （２）　職員給与費の状況（普通会計決算）

（参考）　類似団体平均

 （注）１　職員手当には退職手当を含みません。

２　職員数は、平成28年4月1日現在の普通会計に属する人員です。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　　職員数には当該職員を含んでいない。

 （３）　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため国の職員数（構成）を

　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。

　　　２　「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

   

     ※　平成29年4月1日のラスパイレス指数が、100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　

長与町の給与・定員管理等について

区　分
住民基本台帳人口 歳 出 額　 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率   （参考）

（平成29年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 27年度の人件費率

28年度
　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

42,673 12,667,482 567,901 1,496,920 11.8 12.4

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

28年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

183 627,414 134,546 238,085 1,000,045 5,465 5,805
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 （４）　給与制度の総合的見直しの実施状況について

　【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の

　見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

〔　実施　　　未実施　〕

　実施内容

　　（給料表の改定実施時期）　　平成27年4月1日

　　（内容）　　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。１級（全号俸）及び２級の初任給に

　　　　　　　　係る号俸は引下げなし。

　　　　　　　　３級以上の級の高位号俸は５０歳代後半層における官民の給与格差を考慮して最大４％程度引下げ。

　　　　　　　　激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

②地域手当の見直し

　支給無し

③その他の見直し内容

　　管理職員特別勤務手当について、県に準じた見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

　　管理職員手当について、国家公務員の例に倣い定額化を実施。（平成28年4月1日実施）

　　国家公務員に準じて、55歳以上の職員の昇給については、標準の成績では昇給しないよう条例等を改正（平成29年4月1日実施）



 ２　職員の平均給料月額、初任給等の状況（平成29年4月1日現在）

　　　　① 一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円 円

１　「平均給料月額」とは平成29年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　また、「平均給与月額（国 比較 ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

　 で算出している。

 （２）　職員の初任給の状況（平成29年4月1日現在）

 （３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

長与町 39歳 293,200 364,313 334,200

長崎県 43.6歳 324,216 399,429 358,244

国 43.6歳 330,531 ― 410,719円 円

類似団体 41.4歳 306,690 368,419 341,025

（注）

区　　　　　分 長　与　町 長　崎　県 国

一般行政職

大　学　卒 178,200 円 178,200 円 178,200 円

高　校　卒 146,100 円 146,100 円 146,100 円

区　　　　分 経験年数10年～15年 経験年数15年～20年 経験年数20年～25年

一般行政職
大　学　卒 282,100 333,600 368,200

高　校　卒 － － -



３　一般行政職の級別職員数等の状況

 （１）　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成29年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（注）１　長与町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

 （２）　昇給への人事評価の活用状況（長与町）

　

　ロ　人事評価を活用していない

　活用予定時期

管理職員 一般職員

　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

○ ○

級 標準的な職務 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

7 部長及び部長相当職 9 人 5.9 ％ 361,800 444,100

6 課長及び課長相当職 17 人 11.0 ％ 317,700 409,400

5 参事、課長補佐、副参事 25 人 16.2 ％ 287,100 392,200

4 係長、上級主査 22 人 14.3 ％ 261,100 380,200

3 主査、主任 37 人 24.0 ％ 227,900 349,200

141,600 246,600

2 主事 26 人 16.9 ％

％

191,700 303,400

1 主事 18 人 11.7 ％

合       計 154 人 100.0

平成29年4月2日から平成30年4月1日までにおける運用

　イ　人事評価を活用している

　活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

　上位、標準の区分

　標準、下位の区分

　標準の区分のみ（一律）

１級, 11.7% １級, 8.4% １級, 10.8%

２級, 16.9%
２級, 17.4% ２級, 13.3%

３級, 24.0%
３級, 25.2%

３級, 20.9%

４級, 14.3% ４級, 18.7%
４級, 20.2%

５級, 16.2% ５級, 13.5%
５級, 17.1%

６級, 11.0% ６級, 10.3% ６級, 14.5%

７級, 5.9% ７級, 6.5% ７級, 3.2%
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４　職員の手当の状況

 （１）　期末手当・勤勉手当

　

　（28年度支給割合） 　（28年度支給割合） 　（28年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 (

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～15% ・役職加算 5～20% ・役職加算 5～20%

・管理職加算 10～20% ・管理職加算 10～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○ 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　

　ロ　人事評価を活用していない

　活用予定時期

 （２）　退職手当（平成29年4月1日現在）

　（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 　（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

　勤続２０年 月分 月分 　勤続２０年 月分 月分

　勤続２５年 月分 月分 　勤続２５年 月分 月分

　勤続３５年 月分 月分 　勤続３５年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置  その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

　 （2％～20％加算） （2～45％加算）

役職に応じた調整額の加算あり

千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、長与町の全職種で、２８年度に退職した職員に支給された平均額です。

支給人数

 （３）　地域手当（平成29年4月1日現在）
支給はありません。 支給人数

○ ○

未定 未定

1,280 千円 1,704 千円

2.60 1.70 2.60

1.45 0.80 1.45

長　　　　　与　　　　　町 長　　　　　崎　　　　　県 国

　１人当たり平均支給額（28年度) 　１人当たり平均支給額（28年度)
―

 月分

0.80 1.45 0.80 ）月分

2.60 1.70

長　　　　　与　　　　　町 国

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.5825 29.145 34.5825

管理職員 一般職員

　活用している成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

1.70

　上位、標準、下位の成績率

41.325 49.59 41.325 49.59

49.59 49.59 49.59 49.59

22,443　１人当たり平均支給額 1,267

平成29年度中における運用

　イ　人事評価を活用している

　上位、標準の成績率

　標準、下位の成績率

　標準の成績率のみ（一律）



 （４）　特殊勤務手当（平成29年4月1日現在）

千円

　円

　％

左記職員に対する支給単価

千円

千円  作業１日につき1,000円

千円

千円  1日につき　1,000円

千円

千円

千円

 （５）　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（28年度決算)」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

支給実績（28年度決算) 464

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算) 9,667

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度) 26.2

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（28年度決算)

 税務手当  税務担当職員
 町税の徴収、調査、検査、滞納
 処分等

226
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

 感染症防疫作業手当
 感染の危険がある作業
 等に従事する職員

 感染症の病原体等に感染の
 危険のある作業、検疫、救護等

130

 行旅病人及び
 行旅死亡人取扱手当

 業務担当職員
 行旅病人及び行旅死亡人の
 収容または救護

 病人　１日につき2,000円
 死亡人　１日につき5,000円

 保健福祉指導手当  福祉担当職員
 精神障害者等の家庭等を
 訪問し、指導を行った場合

 危険現場作業手当  業務担当職員
 高所、急傾斜地または著しく
 困難な場所で検査等の作業
 を行った場合

2
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

 公共用地取得業務手当  業務担当職員
 公共事業の施行に伴う用地の
 取得や物件移転に関し困難な
 交渉を伴う場合

39
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

 災害作業手当  業務担当職員
 暴風等の荒天時に屋外におい
 て作業に従事した場合

67
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

支給実績（28年度決算) 86,111

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算) 468

支給実績（27年度決算） 74,918

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 462



 （６）　その他の手当（平成29年4月1日現在）

　

  ○配偶者

　○ 子

 ・月額 23,000円以下の家賃

家賃月額 － 12,000円

 ・月額 23,000円を超える家賃

（最高 27,000円）

国の
制度
との
異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（28年度決算)

支給職員１人当たり
平均支給年額
(28年度決算)

手　当　名 内容 及び 支給単価

16,893 千円 213,834 円

10,000 円

同じ

8,000 円

6,500 円

　※配偶者及び扶養親族の子
　　なしの場合における1人目

9,000 円

満 16歳の年度初めから満 22
歳年度末までの間にある子

1人につき

5,000 円
加算

10,000 円
  ※配偶者なしの場合
　　における1人目

住居手当

 借家又は借間に居住し、家賃を支払って
 いる職員又は自宅に居住し、世帯主で
 ある職員に支給

扶養手当

 扶養親族のある職員に対して支給

　○その他

15,547 千円 277,630 円

　（家賃月額 - 23,000円） × 1/2 + 11,000円

通勤手当

 通勤距離2㎞以上で、通勤のために交通
 機関等（列車、バス等）を利用し運賃等を
 負担している職員又は交通用具を使用
 する職員に支給

同じ 7,839 千円 58,064 円
 ・交通機関等利用者

　 1ヶ月あたりの運賃等相当額が 55,000円
まで全額支給（長期定期価額を一括支給）

 ・交通用具利用者

　距離に応じて 2,000円 ～ 31,600円を支給

同じ

管理職手当

 管理又は監督の地位にある職員に支給

同じ 27,484 千円 742,823 円

　俸給表別・職務の級別の定額制

管理職員特別勤務手当

 管理職手当を受給している職員が、休日
 又は平日深夜において臨時又は緊急の
必要により勤務した場合に支給される

異なる 154 千円 21,929 円
 休日：管理職手当の支給区分に応じて
勤務1回 につき　6,000円 ～ 12,000円
平日深夜：管理職手当の支給区分に応じ
て勤務1回につき　3,000円 ～ 4,000円

官職等に応じ
て

休日：6,000円
～18,000円
平日深夜：

3,000円
～6,000円



５　特別職の報酬等の状況（平成29年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

857,000円 × ５ × 在職年数 円

691,000円 × ３ × 在職年数 円

（注）１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

          勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

区 分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

類似団体における最高／最低額

町 長 857,000 920,000 585,600

副 町 長 691,000 760,000 539,400

報
酬

議 長 343,000 499,000 227,000

副 議 長 285,000 430,000 182,000

議 員 258,000 400,000 157,000

期
末
手
当

町 長

副 町 長 3.10

議 長

副 議 長 3.10

議 員

（29年度支給割合）※Ｈ29.4.1現在

（29年度支給割合）※Ｈ29.4.1現在

退
職
手
当

町 長 17,140,000 任期毎

副 町 長 8,292,000 任期毎

備　　　　考



６　職員数の状況

 （１）　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

　　人

　　人

　　人

(注)１　職員数は、一般職に属する職員数である。
 　　２　教育長は教育部門から除いている。
 　　３　〔　　　　〕内は、条例定数の合計である。

 （２）　年齢別職員構成の状況（平成29年4月1日現在）

人口１万人当たり職員数 53.43

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成29年 平成28年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 4 4 0

税　務 20 19 1

総　務 55 55 0

農林水産事業の充実

勤務条件の改善

民　生 32 32 0

業務の整理合理化

衛　生 19 18 1 健康事業の拡充

農林水産 10 9 1

商　工 2 2 0

土　木 19 20 -1

＜　参考　＞

161 159 2

（類似団体の人口１万人当たりの職員数50.85人）

教育部門 23 24 -1

計

小　計

＜　参考　＞

184 183 1

（類似団体の人口１万人当たりの職員数65.22人）

人口１万人当たり職員数 37.73

人口１万人当たり職員数 43.12

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水　道 15 15 0

下水道 8 9 -1

その他 21 21 0

小　計 44 45 -1

合　　計
228 228 0

＜　参考　＞

[   　 240       ］ [  　 229    ］ [     0     ］

区　分
20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 計
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

6 8 27 44 29 26 16 22 17 10 17 6 228

0
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20

25

H２９年構成比

H２４年の構成比

%



 （３）　職員数の推移

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　２　教育長1名は、Ｈ26以前は含み、Ｈ27からは除外。

 （４）　 定員管理診断及び類似団体との比較

○定員管理診断（普通会計職員数）

注）毎年4月1日現在における数値

注）地方公共団体定員管理調査報告値。※教育長1名は、Ｈ26以前は含み、Ｈ27からは除外。

注）定員管理診断とは、職員数と最も関連が深いと考えられる人口、面積、事業所数などの行政需要の指数との相関関係を

　多重回帰分析の手法により分析し、これを基礎として各地方公共団体の参考となる職員数を算出するものです。

○部門別定員管理診断（普通会計職員数）

注）平成28年4月1日現在における数値。

注）地方公共団体定員管理調査報告値。※教育長1名は、Ｈ26以前は含み、Ｈ27からは除外。

○住民１万人あたり普通会計職員数（H29.4.1)

全国≪類似団体103団体≫ （単位：人） 県内≪２１市町≫ （単位：人）

注）類似団体とは、人口規模及び産業構造が類似した地方公共団体。

　　　　　　　　　区分

部門
２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

過去５年間の

増減数（率）

一般行政 158 155 155 159 161 3 1.9%

教　育 25 24 24 24 23 -2 -8.0%

0.0%

警察 0 0 0 0 0

184

0 0.0%

消防 0 0 0 0 0 0

0.5%

公営企業等会計計 44 43 43 45 44 0 0.0%

普通会計計

227 222 222 228 228

1183 179 179 183

1 0.4%

年度 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

総合計

長与町 183 179 179 183

試算値 251 252 255 245

議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農林水産 商工 土木 一般行政計 教育 消防 普通会計計

長与町 4 55 19 32 18 0 9 2 20 159 24 0 183

試算値 4 72 20 61 22 0 10 3 24 216 29 0 245

順位 市町名 住基人口 職員数
人口1万人

当たり職員数
順位 市町名 住基人口 職員数

人口1万人
当たり職員数

1 福岡県志免町 45,675 176 38.53 1 長与町 42,678 184 43.11

2 福岡県粕屋町 46,374 195 42.05 2 時津町 30,308

諫早市 139,407 765

145 47.84

大村市 95,249 539

3 長崎県長与町 42,678 184 43.11 3

波佐見町 14,988 85

54.88

4 福岡県新宮町 31,950 141 44.13 4

56.71

56.59

5 福岡県篠栗町 31,644 140 44.24 5

佐々町 13,831 81 58.566 兵庫県播磨町 34,711 157 45.23 6

60.487 愛知県大治町 32,032 146 45.58 7 川棚町 14,219

46.20 8

86

長崎市 432,088 2,711 62.74

9 福岡県宇美町 37,288 173 46.40

8 群馬県吉岡町 20,997 97

9 島原市 46,414 324 69.81

341 75.5310 福岡県須恵町

12 長崎県時津町 30,308 145

11 福岡県水巻町 28,982 136

45,14727,894 130 46.61 10

東彼杵町 8,240

46.93 11

雲仙市

71 86.17

佐世保市 256,520 2,077 80.97

福岡県那珂川町 50,401 243 48.21 13

1247.84

南島原市 48,023 421 87.67

14 兵庫県太子町 34,344 167 48.63

13

15

14 西海市 29,025 292 100.60

38,297

平戸市 32,639 391 119.8015 岐阜県岐南町 25,270 124 49.07

福岡県岡垣町 32,153 159 49.45 16 五島市 511 133.43

17 福岡県筑前町 29,653 147 49.57 17 壱岐市

16

27,581 376 136.33

18 岐阜県笠松町 22,451 112 49.89 18 松浦市 23,725 326 137.41

19 熊本県菊陽町 41,026 205 49.97

20

19 対馬市 31,853 513 161.05

21 小値賀町 2,576 60 232.92

20 沖縄県南風原町 37,991 192 50.54 新上五島町 20,142 334 165.82



７　公営企業職員の状況

　（１）　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費１０，５０３千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

       ２　職員数は平成29年3月31日現在の人員です。

       ３　資本勘定支弁職員（２名）に係る職員給与費を含む。　

イ　 特記事項

特にありません。

 ② 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年4月1日現在）

円 円

円 円

　

 ③ 職員手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

　（２８年度支給割合） 　（２８年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 (

　（加算措置の状況）  （加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　5～15％ ・役職加算 5％～15％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成29年4月1日現在）

普通会計と同じです。

ウ　地域手当（平成29年4月1日現在）

支給はありません。

区分
総費用 純損益又は

実質収支

職員給与費 総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
27年度の総費用に

占める職員給与費比率Ａ  Ｂ　

28年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％ 

611,665 132,264 72,830 11.9 11.9

区分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

28年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

14 55,792 7,039 20,501 83,332 5,952

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額 平均給与月額

水 道 事 業 43.1歳 306,200 331,363

長与町（一般職） 39歳 293,200 364,313

水道事業（全国平均） － － －

水 道 事 業 長　与　町（一般行政職）

　１人当たり平均支給額（２８年度） １人当たり平均支給額（２８年度）

1,464 1,280

2.60 1.70 2.60 1.70

1.45 0.80 1.45 0.80 ）月分



エ　企業手当（平成29年4月1日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

支給実績（28年度決算） 44

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 4,889

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） 64.3

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（28年度決算）
左記職員に対する支給単価

水道事業施設復旧
作業手当

全職員
　時間外に緊急に呼び出し等に
　より上下水道施設の復旧作業
　に従事したとき

25
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

公共用地取得
業務手当

全職員

　職員が公共事業の施行に伴う
　用地取得又は物件移転等に関し
　現地において困難な交渉を伴う
　買収又は補償の業務に従事した
　とき

 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

料金徴収手当 全職員
　料金の徴収及び給水停止業務
　に従事したとき

11
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

危険現場作業手当 全職員
　職員が高所、急傾斜地又は著しく
　困難な場所で検査等の業務に
　従事したとき

8
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

災害現場業務手当 全職員
　職員が暴風等の荒天時に屋外
　において作業に従事したとき

 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

支給実績（28年度決算） 3,518

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 293

支給実績（27年度決算） 3,518

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 293



カ　その他の手当（平成29年4月1日現在）

　

  ○配偶者

　○ 子

・月額23,000円以下の家賃

家賃月額－12,000円

・月額23,000円を超える家賃

　（家賃月額-23,000円）×1/2+11,000円

（最高27,000円）

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

支給実績
（28年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

手　当　名 内容 及び 支給単価

扶養手当

 扶養親族のある職員に対して支給

1,908千円 238,500円

10,000 円

同じ

10,000 円

　○その他 6,500 円

　※配偶者及び扶養親族の子
　　なしの 場合における1人目

9,000 円

満 16歳の年度初めから満 22
歳年度末までの間にある子

1人につき

5,000 円
加算

8,000 円

  ※配偶者なしの場合に
　　おける1人目

住居手当

借家又は借間に居住し、家賃を支払っている職員
又は自宅に居住し、世帯主である職員に支給

1,623千円 231,857円

同じ

通勤手当

通勤距離2㎞以上で、通勤のために交通機関等
（列車、バス等）を利用し運賃等を負担している職
員又は交通用具を使用する職員に支給

同じ 429千円 39,000円

・交通機関等利用者

　1ヶ月あたりの運賃等相当額が55,000円まで
　全額支給（長期定期価額を一括支給）

・交通用具利用者

　距離に応じて2,000円～31,600円を支給

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に支給

同じ 　 1,425千円 712,428円
　役職等に応じて給料月額の10％～15％

管理職員特別勤務手当

 管理職手当を受給している職員が、休日
 又は平日深夜において臨時又は緊急の
必要により勤務した場合に支給される

異なる 千円 円 休日：管理職手当の支給区分に応じて
勤務1回 につき　6,000円 ～ 12,000円
平日深夜：管理職手当の支給区分に応じ
て勤務1回につき　3,000円 ～ 4,000円

官職等に応じ
て

休日：6,000円
～18,000円
平日深夜：

3,000円
～6,000円



　（２）　下水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

（注）資本勘定支弁職員（２名）に係る職員給与費 １０，１１６千円を含まない。

　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

       ２　職員数は平成29年３月３１日現在の人員です。

       ３　資本勘定支弁職員（２名）に係る職員給与費を含む。　

イ　 特記事項

特にありません。

 ② 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年4月1日現在）

円 円

円 円

 ③ 職員手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

　（28年度支給割合） 　（28年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 (

 （加算措置の状況）  （加算措置の状況）

　　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　5～15％ ・役職加算 5％～15％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成29年４月１日現在）

普通会計と同じです。

ウ　地域手当（平成29年４月1日現在）

支給はありません。

区分
総費用 純損益又は

実質収支

職員給与費 総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
27年度の総費用に

占める職員給与費比率Ａ  Ｂ　

28年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％ 

910,175 158,327 37,407 4.1 4.1

区分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

28年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

9 32,833 2,392 12,298 47,523 5,280

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額 平均給与月額

下水道事業 38.11歳 282,256 306,061

長与町（一般職） 39歳 293,200 364,313

下水道事業（全国平均） － － －

下 水 道 事 業 長　与　町（一般行政職）

１人当たり平均支給額（28年度） １人当たり平均支給額（28年度）

1,366 1,280

2.60 1.70 2.60 1.70

1.45 0.80 1.45 0.80 ）月分



エ　企業手当（平成29年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

支給実績（２８年度決算） 27

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算） 5,400

職員全体に占める手当支給職員の割合（２８年度） 55.6

手当の種類（手当数） 5

手当の種類 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（28年度決算）
左記職員に対する支給単価

水道事業施設復旧
作業手当

処理場係、建設係
　時間外に緊急に呼び出し等に
　より上下水道施設の復旧作業
　に従事したとき

 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

公共用地取得
業務手当

建設係、業務係

　職員が公共事業の施行に伴う
　用地取得又は物件移転等に関
　し、現地において困難な交渉を
　伴う買収又は補償の業務に従
　事したとき

 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

料金徴収手当 業務係
　使用料の徴収及び給水停止
　業務に従事したとき

27
 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

危険現場作業手当 処理場係、建設係
　職員が高所、急傾斜地又は
　著しく困難な場所で検査等
　の業務に従事したとき

 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

災害現場業務手当
処理場係、建設係

業務係
　職員が暴風等の荒天時に屋外
　において作業に従事したとき

 ２時間以上及び夜間1,000円/日
 ２時間未満500円/日

支給実績（28年度決算） 456

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 57

支給実績（27年度決算） 456

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 57



カ　その他の手当（平成29年4月1日現在）

　

  ○配偶者

　○ 子

・月額23,000円以下の家賃

家賃月額－12,000円

・月額23,000円を超える家賃

（最高27,000円）

　○その他 6,500 円

　※配偶者及び扶養親族の子
　　なしの 場合における1人目

9,000 円

満 16歳の年度初めから満 22
歳年度末までの間にある子

1人につき

5,000 円
加算

8,000 円

  ※配偶者なしの場合に
　　おける1人目

住居手当

借家又は借間に居住し、家賃を支払っている職員
又は自宅に居住し、世帯主である職員に支給

759 千円 253,000 円
同じ

　（家賃月額-23,000円）×1/2+11,000円

通勤手当

通勤距離2㎞以上で、通勤のために交通機関等
（列車、バス等）を利用し運賃等を負担している職
員又は交通用具を使用する職員に支給

同じ 388 千円 55,428 円

・交通機関等利用者

　1ヶ月あたりの運賃等相当額が55,000円まで
　全額支給（長期定期価額を一括支給）

・交通用具利用者

　距離に応じて2,000円～31,600円を支給

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

支給実績
（28年度決算）

手　当　名 内容 及び 支給単価

扶養手当

 扶養親族のある職員に対して支給

182 千円 91,000 円

10,000 円

同じ

10,000 円

　 762 千円 762,204 円
　役職等に応じて10％～15％

 管理職手当を受給している職員が、休日
 又は平日深夜において臨時又は緊急の
必要により勤務した場合に支給される

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に支給

同じ

官職等に応じ
て

休日：6,000円
～18,000円
平日深夜：

3,000円
～6,000円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

管理職員特別勤務手当 異なる 千円 円 休日：管理職手当の支給区分に応じて
勤務1回 につき　6,000円 ～ 12,000円
平日深夜：管理職手当の支給区分に応じ
て勤務1回につき　3,000円 ～ 4,000円


